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北 陸 地 方 整 備 局

千 曲 川 河 川 事 務 所

農業用水・国営中信平土地改良事業に対して

是正を指示

信濃川水系梓川において、農林水産大臣が水利権をもつ国営中信

平土地改良事業で、許可水量７．２ｍ３／ｓを上回る１０．６ｍ３

／ｓの取水が行われていることが９月１７日に確認されたので、下

記のとおり、農林水産省関東農政局中信平二期農業水利事業所長に

指示しました。

また、関東農政局に対し、他の水利用に同様の不都合があれば、

必要な手続きをとるよう周知徹底を求めました。

記

１ 水利権名 国営中信平土地改良事業

２ 本日の指示内容

① 速やかに取水量を許可水量にすること。

② 緊急の必要があれば、すみやかに所要の手続を行うこと。

③ 再発防止策の策定及びその実施・徹底を速やかに行うこと。

３ 許可水量を超過し取水することとなった背景

当該取水によりかんがいを行っている地域においては、ここ２週間まと

まった降雨が無く、野菜の収穫時期を迎え地元土地改良区から通水の要望

があり、河川管理者に協議することなく、９月１６日から２日間にわたり

許可水量を上回る取水をおこなったとのこと。
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